
地域生活支援事業に係る主な変更点  

1．事業の実施形態については、「実施主体が直接実施するか、又は、事業の全部又は   

一部を団体等に委託して実施することができる。」としていたが、それに加え＿占整合  

雛レて赦す岳艶古窯膠窃彫とし危  

2．市町村の「その他の事業」である「障害児タイムケア事業」については、ぞの窃蒙   

者を昭酢を／百中二摩曇   
麒／に変夢レ已   

摘 栖穿とす岳  

3．市町村の「その他の事業」に／凝断害者   

助をシター妻業∴あ覿訝レ已  

①   



地域生活支援事業実施要綱（案）   

1 目的  
障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）がその有する能力及び適性に応じ、   

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応   

じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増   
進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮   
らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。   

2 実施主体   

（1） 市町村地域生活支援事業  

市町村（指定都市、中核市、特別区含む。）を実施主体とし、複数の市町村が  
連携し広域的に実施することもできるものとする。  

ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものと  
する。  

また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支  
援事業の一部を実施することができるものとする。  

（2） 都道府県地域生活支援事業  

都道府県を実施主体とする。  
ただし、発達障害者支援センター運営事業は指定都市を含む。  
なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切に  

事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は一部を委  
託することができるものとする。  

また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとす  
る。   

3 事業内容   

（1） 市町村地域生活支援事業  

障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供  
等を行う事業、手話通訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、  
障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供  

を行う事業を必須事業とし、その他市町村の判断により、自立した日常生活又は  
社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人等が行う同事業に対し補助す  

る事業を行うことができる。  

ア 相談支援事業  

イ コミュニケーション支援事業  

り 日常生活用具給付等事業  

工 移動支援事業  

オ 地域活動支援センター機能強化事業  

力 その他の事業  
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（2） 都道府県地域生活支援事業  

専門性の高い相談支援事業及び広域的な対応が必要な事業を必須事業とし、サ  
ービス提供者等のための養成研修事業やその他都道府県の判断により、自立した  
日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人等が行う同事業  

に対し補助する事業を行うことができる。  

ア 専門性の高い相談支援事業  

イ 広域的な支援事業  

ウ サービス・相談支援者、指導者育成事業  

エ その他の事業  
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4 利用者負担  

実施主体の判断によるものとする。   

5 国の補助   

国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補   

助するものとする。   

6 留意事項   

（1） 市町村及び都道府県は、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を、  
それぞれの市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画に位置付けること。  

（2） 障害者等に対し、点字を用いること及び代読、要約を行う等障害種別に配慮し  
ながら、本事業の内容を十分に周知し、円滑な実施に努めること。   

（3） 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守  
り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。  

（4） 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われる事業については、補助対象  
とならない。  
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（別記1）  

相談支援事業   

1 目的   

障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要   
な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことによ   
り、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目   
的とする。  

（注） 以下の事業は、国庫補助の対象となる事業について示したものである。  

なお、相談支援事業のうち、一般的な相談支援を行う「障害者相談支援事業」については、地域の実情  

に応じ、交付税を財源として実施される事業であり、その事業は別添1のとおりである。   

2 事業内容  
（1） 市町村相談支援機能強化事業  

ア 目的  

市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談  
支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市町村等に配  
置することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。  

イ 事業内容  

（ア）専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応  

（イ）地域自立支援協議会（注1）を構成する相談支援事業者等に対する専門的  

な指導、助言等  
り 専門的職員  

社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相言炎支援機能を弓垂化するた  
めに必要と認められる者  

工 留意事項  

（ア）地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施する  

こと。  

（イ）地域自立支援協議会において、市町村内の相言炎支援体制の整備状況やニ  
ーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、事  
業実施計画を作成すること。  

（ウ）都道府県自立支援協議会（注2）に、事業実施計画に係る助言を求めるほ  
か、概ね2年ごとに事業の見直しに向けた評価・助言を求めるなど、事業  

の適切な実施に努めること。  

（注1）地域自立支援協議会  

市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核  

的な役割を果たす協議の場として設置するもの。（財源は交付税により措置）  

（注2）都道府県自立支援協議会  

都道府県全体でのシステムづくりに関する主導的役割を担う協議の場として設置するもの。（財  

源は交付税により措置）  
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【別添1】  

障害者相言炎支援事業   

1 概要  
市町村は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、   

必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行う   

とともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者   

等の権利擁護のために必要な援助（相談支援事業）を行う。  

また、こうした相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障害者を支   

えるネットワークの構築が不可欠であることから、市町村は相談支援事業を実施するに   

当たっては、地域自立支援協議会を設置し、中立■公平な相談支援事業の実施のほか、   

地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進する。   

2 実施主体  
市町村（必要に応じ複数市町村による共同実施、運営については常勤の相談支援専門   

員が配置されている指定相談支援事業者への委託可）  

（注1） 指定相談支援事業者に委託する場合においては、事業運営の中立性・公平性を確保する観点から、  

地域自立支援協議会において、委託事業者の事業計画等について、事業評価を行う等の措置を講じるこ  

とが適当である。   

3 事業の具体的内容   

（1） 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）   

（2） 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言・指導等）   
（3） 社会生活力を高めるための支援   
（4） ピアカウンセリング   

（5） 権利の擁護のために必要な援助   

（6） 専門機関の紹介   

（7） 地域自立支援協議会の運営 等  
（注2） 市町村は、障害者相談支援事業を委託した指定相談支援事業者に対し、障害程度区分に係る認定調  

査の委託が可能   

4 相談支援体制の例  
相談支援体制については、地域自立支援協議会を中核としつつ、地域の実情に応じ、   

適切な形で整備を進めることが適当である。  

なお、想定される例としては、下記のとおり。   

（1） 障害種別に対応する総合的拠点を設置する。   

（2） 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携する。  

（3） 介護保険法に基づく地域包括支援センターと一体的に総合的な相談窓口を設置  

する。   

5 地域自立支援協議会   

相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的   

な役割を果たす定期的な協議の瘍として、市町村が設置する。  

一4／32－   



（構成メンバー）   

地域の実情に応じ選定されるべきものであるが、想定される例としては以下のとお  
り。   

・相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関  
係機関、企業、障害者関係団体、学識経験者 等  

（主な機能）   

■ 中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価等を実施。   
・困難事例への対応のあり方に関する協議、調整（当該事例の支援関係者等によ  
る個別ケア会議を必要に応じて随時開催）   

一 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議   

一 地域の社会資源の開発、改善   
・市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用に関す  

る協議   

・権利擁護等の分野別のサブ協議会等の設置、運営 等  

ー5／32－   



住宅入居等支援事業（居住サポート事業）   

ア    目的   

賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望して  

いるが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要  
な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地  
域生活を支援する。   

（2）  

イ 事業内容  

賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、主  

に次の支援を行う。  

（ア） 入居支援  

不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続き支援  
を行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じ  

てその利用支援を行う。  
（イ） 24時間支援  

夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関  
との連絡・調整等必要な支援を行う。  

（ウ） 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整  

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることが  

できるよう調整を行う。   
り 対象者  

知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望  
しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。  

ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。   

（3） 成年後見制度利用支援事業   

ア 目的  

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められ  
る知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、  
これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。   

イ 事業内容  

成年後見制度の申立てに要する経責（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の  
報酬の全部又は一部を助成する。   

ウ 対象者  

次のいずれにも該当する者  

（ア） 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知  

的障害者又は精神障害者  

（イ） 市町村が、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉  
に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）第51条の11の2に  
基づき、民法第7条（後見開始の審判）、第11条（保佐開始の審判）、第  
15条第1項（補助開始の審判）等に規定する審判の請求を行うことが必  

要と認める者  

（ウ） 後見人等の報酬等必要となる経真の一部について、助成を受けなければ  
成年後見制度の利用が困難であると認められる者  
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（別記2）  

コミュニケーション支援事業   

1 目的   

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障が   

ある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介す   

る手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。   

2 事業内容   

手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音訳等   

による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通   

を仲介する。   

3 対象者   

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障が   

ある障害者等   

4 留意事項  

（1） 派遣事業が円滑に行われるよう運営委員会、調整者の設置等について配慮するこ  

と。  

（2） 「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。  
ア 「手話通訳者」  

（ア）「手話通訳士」・・・ 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査1証明事業の認  

定に関する規程（平成元年5月20日厚生省告示第108  
号）に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、  

登録を受けた者  

（イ）「手話通訳者」■・■  都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手  

話通訳者として登録された者  

（ウ）「手話奉仕員」‥・ 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業にお  

いて「手話奉仕員」として登緑された者   

イ 「要約筆記者」  

「要約筆記奉仕員」・‥  市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業に  

おいて「要約筆記奉仕員」として登録された者  
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（別記3）  

日常生活用具給付等事業   

1 目的   

重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること   

等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。   

2 事業内容  
日常生活上の便宜を図るため、重度障害者に別に定める告示の要件を満たす6種の用   

具を給付又は貸与する。   

3 対象者   

重度の身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者であって、当該用具を必要と   

する者   

4 留意事項  

（1） 給付に当たって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必  

要な者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付すること。  

また、給付の判断等が困難な場合には、身体障害者更生相談所等に助言を求め  

ることが適当である。   

（2） 給付品目の選定に当たって実施主体は、（財）テクノエイド協会が運営するテ  
クニカルエイド情報システム（TAIS）の活用による情報収集を行うなど、同機能  

であればより廉価なものを給付できるよう努めること。  

（3） 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量  

を把握し、計画的な給付に努めるとともに、一括購入・共同購入又は競争入札等  

の活用が適当である。   

（4） 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、「減  

価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第15号）  

等を参考に、当該用具の耐用年数を勘案のうえ、再給付されたい。  
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（別記4）  

移動支援事業   

1 日的  
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域   

における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。   

2 事業内容   

（1） 実施内容  

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等  
の社会参加のための外出の際の移動を支援する。   

（2） 実施方法  

各市町村の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施す  

ること。なお、具体的には以下の利用形態が想定される。  

ア 個別支援型  

個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援  

イ グループ支援型  

（ア） 複数の障害者等への同時支援  

（イ） 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントヘの複数人同時参加  
の際の支援  

り 車両移送型  

（ア） 福祉バス等車両の巡回による送迎支援  

（イ） 公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運  
行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援   

（3） 対象者  

障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。   
（4） サービスを提供する者  

サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者とする。   

3 留意事項   

（1） 指定事業者への事業の委託  

サービス提供体制の確保を図るため、市町村は、  
・新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者  

これまで支援責制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者  

などを活用した事業委託に努めること。  
また、市町村が作成した委託事業者リストから利用者が事業者を選択できるよ  

うな仕組みとすることが適当であること。  

（2） 突発的ニーズへの対応  

急な用事ができた場合、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変に  
サービス提供を行うこと。  

（3） サービス提供者については、平成15年3月27日障発第0327011号厚  
生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従事者養成研修等につい  

て」を活用するなど、その資質の向上に努めること。  
また、利用者の利便性を考慮し、他の市町村への外出等に支障を生じないよう  
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配慮するとともに、代筆、代読等障害種別に配慮したサービス提供に努めること。  
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（別記5）  

地域活動支援センター機能強化専業   

1 目的   

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会   
との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって   
障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。   

2 事業内容   

基礎的事業（注1）に加え、本事業の機能弓削ヒを図るため、「地域活動支援センターⅠ   
型」、「地域活動支援センターⅡ型」、「地域活動支援センターⅢ型」の類型を設け、以下   
の事業を実施する。   
（1） 地域活動支援センターⅠ型  

専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との  
連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図  
るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委  
託を受けていることを要件とする。   

（2） 地域活動支援センターⅡ型  

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、  

入浴等のサービスを実施する。   

（3） 地域活動支援センターⅢ型  

ア 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所に  

よる援護事業（以下「小規模作業所」という。）の実績を概ね5年以上有し、  
安定的な運営が図られている。  

イ このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能であ  

る。  

（注1） 基礎的事業とは、地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会  

の提供等地域の実情に応じた支援を行うことをいう。（財源は交付税により措置）   

3 職員配置   

本事業の実施に当たっては、叫下のとおり職員を配置する。   

（1） 地域活動支援センターⅠ型  

基礎的事業（注2）による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とす  
る。  

（2） 地域活動支援センターⅡ型  

基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。  
（3） 地域活動支援センターⅢ型  

基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。  

（注2） 基礎的事業における職員配置は、2名以上とし、うち1名は専任者とする。  
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4 利用者数等   

（1） 地域活動支援センターⅠ型  

1日当たりの実利用人員が概ね20名以上。   
（2） 地域活動支援センターⅡ型  

1日当たりの実利用人員が概ね15名以上。   

（3） 地域活動支援センターⅢ型  

1日当たりの実利用人員が概ね10名以上。   

5 留意事項  

（1） 実施主体又は運営主体は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契  
約を締結すること。  

（2） 地域活動支援センターの事業を実施する者は、法人格を有していなければなら  
ないこと。  
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（別記6）  

その他の事業   

○ 実施事業   

（1） 福祉ホーム事業  

ア 目的  

現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用  

させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生  

活を支援することを目的とする。  

イ 対象者  

家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害  

者（ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。）  

り 利用方法  

福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。  

エ 管理人の業務  

（ア） 施設の管理  

（イ） 利用者の日常生活に関する相談、助言  

（ウ） 福祉事務所等関係機関との連絡、調整  

オ 留意事項  

（ア） 利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利  

用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。  

（イ） 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事  

務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさない  

よう適切な配慮を行うこと。  

（ウ） 利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、極  

力利用者の意見を尊重して定めること。  

（2） 盲人ホーム事業  
昭和37年2月27日社発第109号厚生省社会局長通知「盲人ホームの運  

営について」に基づき実施する事業  

（3） 訪問入浴サービス事業  

ア 目的  

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入  

浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図  

り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。  

イ 事業内容  

身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護  

り 対象者  

本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者  
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エ サービス提供従事者   

事業所ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従事者は、次のいず   

れかの者とする。   

（ア） 看護師又は准看護師   

（イ） 介護職員  

オ 留意事項   

サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、サ   

ービス提供従事者は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供事業者が定   

めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。  

身体障害者自立支援事業   

ア    目的   

身体障害者向け公営住宅、福祉ホーム等に居住している身体障害者で、日常生  
活等を地域の中で自主的に営むのに支障がある重度身体障害者に対し、ケアグル  
ープ（介助サービス等を提供する者。以下同じ。）による介助サービス等を提供  
することにより、重度身体障害者の地域社会での自立生活を支援することを目的  

（4）  

とする。   

イ 事業内容  

ケアグループによる介助サービスの提供は、障害者の障害の状況を勘案して次  

に掲げるサービスを必要に応じ提供するものとする。  

（ア） 身辺介助  

食事、入浴、排泄、更衣・整容等の介助  

（イ） 家事援助  

掃除、洗濯、調理、買い物等の援助  

（ウ） 夜間における臨時的対応  

（エ） 生活相談 等   

り 対象者  

入浴、炊事、衣服の着脱等に一部介助を要する程度の重度の身体障害者とする。  

ただし、常時医療を必要とする状態にある者を除く。   

（5） 重度障害者在宅就労促進特別事業（バーチャルエ房支援事業）   

ア 目的  

在宅の障害者に対して、情報機器やインターネットを活用し、在宅等で就労す  

るための訓練等の支援を行うことにより、在宅の障害者の就労の促進を図ること  

を目的とする。   

イ 事業の内容  

実施主体が利用者に対し訓練を行うための作業を受注し、当該作業を元に、在  

宅就労に必要な情報処理技術の教育・支援等を行うほか、雇用希望者のための職  

場開拓等自立に向けた支援を実施する。   

ウ 利用者の要件  

利用者は、身体機能の障害等により企業等への通勤が困難な者であって情報機  

器を用いた在宅での就労を希望する者とする。  
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エ 在宅就業支援機関との連携  

実施主体は、設置地域その他の状況を勘案して、「重度障害者在宅就業推進事  
業実施要綱」（平成17年4月1日付け職高発第0401014号）に定める在宅就業支  
援に実績のある社会福祉法人等（以下「支援機関」という。）と連携・協力関係  
を構築するとともに、当該支援機関に対して、必要に応じて助言・援助を求める  
など、適宜連携を図ること。   

（6） 更生訓練糞■施設入所者就職支度金給付事業   

ア 更生訓練費給付事業  

（ア） 目的  

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者自立支  

援法（以下「法」という。）附則第41条第1項に規定する身体障害者更  
生援護施設（身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」とい  
う。）に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図るこ  
とを目的とする。  

（イ） 支給対象者  

法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業  
又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する  
指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更  

生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定によ  
り施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とす  

る。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。  
（ウ） 支給額  

市町村が、従前の更生訓練費の支給の状況や更生訓練の内容等を勘案し  
て必要と認めた訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とす  

る。   
イ 施設入所者就職支度金給付事業  

（ア）‘目的  

法附則第41条第1項に規定する施設に入所、若しくは通所している者  

が訓練を終了し、又は就労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利  
用し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促  
進を図ることを目的とする。  

（イ） 支給対象者  

法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者  
若しくは身体障害者福祉法第18条第2項に基づき身体障害者更生施設等  
に入所（通所）又は入所（通所）の委託をされ更生訓練を終了し、又は就  
労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営によ  
り施設を退所することとなった者とする。  

（ウ） 支給額  

市町村が、従前の就職支度金の支給の状況や就職支度の内容等を勘案し  
て必要と認めた額とする。   

（7） 知的障害者職親委託制度   

ア 目的  

知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生  
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